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第
六
〇
条
の
三
～
第
六
〇
条
の
六

際
出
願
」
と
い
う
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て

国
際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
登
録
出
願
」
と
い
う
。）

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
国
語

で
作
成
し
た
願
書
及
び
必
要
な
物
件
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
匠
登
録
出
願
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
〇
条
の
四　

第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
十
七
条

第
三
項（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、

国
際
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
〇
条
の
五　

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
登
録
出
願
に
関
し

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
及
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
規
則
を
実
施

す
る
た
め
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

　
　
　
　

第
二
節　

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
特
例

（
国
際
出
願
に
よ
る
意
匠
登
録
出
願
）

第
六
〇
条
の
六　

日
本
国
を
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条
澳
に
規
定
す
る
指

定
締
約
国
と
す
る
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
そ
の
国
際
出
願
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
改
正
協
定
第
一
条
潸
に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
国
際
登
録
」
と
い

う
。）
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条
灑
狎
の
規
定
に
よ
る
公
表

（
以
下
「
国
際
公
表
」
と
い
う
。）
が
さ
れ
た
も
の
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
十
条
瀲
に
規
定
す
る
国
際

登
録
の
日
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
す
。

２　

二
以
上
の
意
匠
を
包
含
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
」
と
あ
る
の
は
、「
国
際

登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
ご
と
に
さ
れ
た
意
匠
登
録
出
願
」
と
す
る
。

３　

第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
り
意
匠
登
録
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
（
以
下
「
国
際
意

匠
登
録
出
願
」
と
い
う
。）
に
係
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
一
条
澀
に
規

定
す
る
国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。）
に
記
録
さ
れ
た

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し

た
願
書
に
記
載
さ
れ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
み
な
す
。

国
際
登
録
の
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

そ
の
住
所

意
匠
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
創
作
を
し

た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
住
所

意
匠
の
創
作
を
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
又
は
居
所

国
際
登
録
の
対
象
で
あ
る
意
匠
を
構
成
す
る

一
若
し
く
は
二
以
上
の
製
品
又
は
国
際
登
録

の
対
象
で
あ
る
意
匠
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
製
品

意
匠
に
係
る
物
品
又
は
意
匠
に
係
る
建

築
物
若
し
く
は
画
像
の
用
途
（
上
欄
に

掲
げ
る
製
品
が
建
築
物
又
は
画
像
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
品
に
係
る

国
際
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
か
ら

当
該
建
築
物
又
は
画
像
の
用
途
を
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。）

４　

国
際
意
匠
登
録
出
願
に
係
る
国
際
登
録
簿
に
記
録
さ
れ
た
意
匠
は
、
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
図
面
に
記
載
さ
れ
た
意
匠
登
録
を
受
け


